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　利用時間区分の見直し

東光スポーツ公園球技場（以下「球技場」）の概要

人工芝グラウンド２面（サッカーやラグビーに使用）

平成２６年度から供用開始

平成２８年度にＢ面に夜間照明を設置

令和２年度にＡ面に夜間照明を設置

１

「なぜ，球技場だけ見直すのか？」

人工芝なので使用後のメンテナンス不要（人工芝の長所，連続使用可能）

球技場の利用率が非常に高い。（これ以上の利用が見込めない）

 （土日祝日・夏休み期間等の大会利用等は100％近く，平日夜間も90％）

一方で，平日の利用率は低い。

利用時間区分を見直すことで，新たな利用ニーズの掘り起こしや，さらなる

利用促進が期待できる。

 ※利用時間区分見直しに伴う利用料金の変更はない。



　東光スポーツ公園球技場の利用状況
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施設名
実使用
日数

早朝
(6:00～9:00)

午前
(9:00～12:00)

午後
(13:00～17:00)

夜間
(17:00～21:00)

使用日数 使用率 使用日数 使用率 使用日数 使用率 使用日数 使用率

৸
৬

球技場Ａ １５４ ８６ ５６％ １０１ ６６％ １１０ ７１％ ９９ ６４％

球技場Ｂ １８８ ８６ ４６％ ９４ ５０％ １０４ ５５％ １６２ ８６％

計(延べ) ３４２ １７２ ５０％ １９５ ５７％ ２１４ ６３％ ２６１ ７６％




球技場Ａ ８３ １９ ２３％ ３０ ３６％ ４１ ４９％ ６５ ７８％

球技場Ｂ １２０ ２０ １７％ ２７ ２３％ ３７ ３１％ １１８ ９８％

計(延べ) ２０３ ３９ １９％ ５７ ２８％ ７８ ３８％ １８３ ９０％

೬


球技場Ａ ７１ ６７ ９４％ ７１ １００％ ６９ ９７％ ３４ ４８％

球技場Ｂ ６８ ６６ ９７％ ６７ ９９％ ６７ ９９％ ４４ ６５％

計(延べ) １３９ １３３ ９６％ １３８ ９９％ １３６ ９８％ ７８ ５６％

※令和元年度実績，利用率＝各時間区分の使用日数÷実使用日数（少数1位四捨五入） ２



　現行条例の利用時間区分
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（午前９時～午後５時）
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午前
（午前９時～正午）

午後
（午後1時～午後5時）

「全日」は午前９時から午後５時までの８時間利用

「午前」は午前９時から正午までの３時間利用

「午後」は午後１時から午後５時までの４時間利用

「早朝」は午前６時から午前９時まで，１時間単位での利用

「夜間」は午後５時から午後９時まで，１時間単位での利用
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　東光スポーツ公園球技場の利用意向調査（１）

主な利用団体に対して調査を実施

調査期間：令和２年８月～９月

調査対象数：１１３団体

回答数：９２団体（回収率：８１％）

質問内容

① 普段練習で利用している施設

② 利用時間区分を１時間単位で利用できるようになった場合の

球技場利用の意向の有無と，利用する場合の時間帯

③ 大会終了後に空き時間ができた場合の利用意向の有無

４



　東光スポーツ公園球技場の利用意向調査（２）
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現在の主な練習場所

東光 その他

35

57

時間区分を見直した場合の利用意向

あり なし

(16%)

(84%)

(38%)

(62%)

※利用時間区分を見直すことによる，新たな利用ニーズに期待。

（n=92） （n=92）
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　東光スポーツ公園球技場の利用意向調査（３）
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利用時間は
「２～３時間」

利用開始時刻は
「16時～19時」

が多い

（n=33） （n=33）
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21%

52%
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　東光スポーツ公園球技場の利用意向調査（４）

59

33

大会使用後の空き時間の利用

する しない

(64%)

(36%)

※大会終了時間後に利用できる時間
 がある場合，その空き時間を利用
 したい意向がある。

現行条例

見直し後

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

大会利用(全日9:00～17:00) 練習

大会利用(9:00～15:00) 空いた時間 練習

《大会終了後の空き時間とは？》

（n=92）
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　時間区分の見直し案
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見直し内容と効果
利用時間のすき間(正午～午後1時)を廃止（「全日」の廃止）
学校等が終わった後に利用ができる（例：午後４時から）
大会の終了時間に応じた利用ができる（例：午後３時終了）

さらなる利用促進が期待できる
８
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　条例改正に向けた今後の予定

令和２年１１月 旭川市緑の審議会（本日）

令和２年１２月 条例改正原案の作成

令和３年 ２月 令和３年第１回定例会 議案提出

令和３年 ４月 改正条例の施行
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